
 

 

東京都市計画防災街区整備地区計画の変更（足立区決定） 

都市計画西新井駅西口周辺地区防災街区整備地区計画を次のように変更する。 

名   称 西新井駅西口周辺地区防災街区整備地区計画 

 位   置※ 足立区梅田五丁目、梅田六丁目、梅田七丁目、関原二丁目、関原三丁目、西新井栄町一丁目及び西新井栄町二丁目各地内 

 面   積※ 約５１．９ｈａ 

地区計画の目標 

当地区は、東京都防災都市づくり推進計画による重点整備地域、同住宅マスタープランによる重点供給地域に位置づけられて

おり、足立区では住宅市街地総合整備事業等を導入して防災まちづくりの重点的な取り組みを図っている。本計画では誘導容積

制度及び用途別容積制度を活用して、防災機能の強化に資する都市基盤整備の推進や、居住環境の向上及び良質な住宅の供給を

促進することに配慮した合理的な土地利用、建築物の不燃化と適正な建替え等を誘導することにより、「安全で快適・新たなる活

力・潤いのあるまち」の実現を図ることを目標とする。 

区
域
の
整
備
に
関
す
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土地利用の方針 

地区計画の目標を踏まえ、地区特性に応じて土地利用の方針を次のように定める。 

１ 幹線道路沿道地区（Ａ・Ｂ・Ｃ） 

補助１００号線、旧日光街道沿道の幹線道路沿道地区Ａでは、適正かつ合理的な土地利用、不燃化を誘導することにより骨

格的な延焼遮断帯を形成する。補助１３８号線沿道にあたる同地区Ｂでは、誘導容積制度を活用し街路整備と一体となった沿

道建築物の建替え等に併せて、土地の高度利用と不燃化を促進することにより、骨格的な延焼遮断帯を形成する。その他未整

備都市計画道路沿道の同地区Ｃでは、街路整備に併せた土地利用、不燃化の誘導を段階的に図る。 

２ 近隣商店街地区 

路線型の商店街では、住宅と店舗等が調和した土地利用とともに、建築物の不燃化等を誘導することにより、防災性の向上

と市街地環境の改善を図る。 

３ 住宅地区Ａ 

大規模工場跡地及び周辺地区では、都市計画道路、地区防災施設道路及び公園等の整備に併せて、都市型住宅等を主体とし

た土地利用を計画的に誘導し、補助１３８号線沿道における延焼遮断帯と一体となった安全な防災街区の形成を図る。 

４ 住宅地区Ｂ 

木造住宅等の密集地区では、用途別容積制度を活用し防災生活道路沿道における良質な住宅供給の促進に向けた土地の高度

利用を図りつつ、併せて後背市街地の建築物の不燃化等を誘導することにより、防災性の向上と居住環境の改善を図る。 

５ 住宅地区Ｃ 

住宅を主体とする木造密集地区では、住環境との調和に配慮して、用途別容積制度を活用し防災生活道路沿道の良質な住宅

供給の促進に向けた土地の高度利用を図り、併せて学校周辺の建築物の不燃化等を誘導することにより、防災性の向上と居住

環境の改善を図る。 

６ 住工共存地区 

工場・倉庫等の立地が目立つ地区では、住環境との調和に配慮した土地利用、建築物の不燃化を誘導することにより防災性

の向上と市街地環境の改善を図る。 
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地区施設及び地区

防災施設の整備の

方針 

地区の防災性の向上と居住環境の改善を図るため、地区施設及び地区防災施設を以下の方針に基づき定める。 

１ 災害時における円滑な避難、消防、救護等の防災活動を支え、特定防災機能の確保に資する道路を地区防災施設に位置づけ、

整備を図る。 

２ 地区防災施設の道路の外周道路となる主要区画道路、これらを補完する主要生活道路、足立区細街路計画において「４ｍに

拡幅すべき道路」として位置づけられている区画道路を地区施設の道路に位置づけ、安全な防災ネットワークを形成する。 

建築物等の整備の

方針 

防災機能の確保と良好な居住環境の形成を図るため、地区の特性に応じて、以下の事項を定める。 

１ 建築物の構造に関する防火上必要な制限      ２ 建築物の間口率の最低限度 

３ 建築物等の高さの最低限度            ４ 建築物等の用途の制限 

５ 建築物の容積率の最高限度            ６ 建築物の容積率の最低限度 

７ 建築物の敷地面積の最低限度           ８ 壁面の位置の制限    

９ 壁面後退区域における工作物の設置の制限    １０ 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 

１１ 垣又は柵の構造の制限 

その他当該区域の

整備に関する方針 
緑豊かでうるおいのある市街地環境を形成するため、地区内では積極的に緑化を推進する。 

地
区
防
災
施
設
の
区
域 

種    類 名   称 幅 員 延  長 面  積 備   考 

道    路 

防災生活道路１号 ６．０ｍ 約１８０ｍ 約１,０８０㎡ 拡幅 

防災生活道路２号 ６．０ｍ 約６５ｍ 約３９０㎡ 拡幅 

防災生活道路３号 ６．０ｍ 約１７０ｍ 約１,０２０㎡ 拡幅 

防災生活道路４号 ６．０ｍ 約２７０ｍ 約１,６２０㎡ 拡幅 

防災生活道路５号 ６．０ｍ 約１１５ｍ 約６９０㎡ 拡幅 

防災生活道路６号 ６．０ｍ 約２９０ｍ 約１,７４０㎡ 拡幅 

防災生活道路７号 ６．０ｍ 約２６５ｍ 約１,５９０㎡ 拡幅 

防災生活道路８号 ６．０ｍ 約２３０ｍ 約１,３８０㎡ 拡幅 

防災生活道路９号 ６．０ｍ 約１１０ｍ 約６６０㎡ 拡幅 

防災生活道路１０号 ６．０ｍ 約２００ｍ 約１,２００㎡ 拡幅・新設 

防災生活道路１１号 ６．０ｍ 約２８０ｍ 約１,６８０㎡ 拡幅 

防災生活道路１２号 ６．０ｍ 約２１０ｍ 約１,２６０㎡ 拡幅 

防災生活道路１３号 ６．０ｍ 約１４０ｍ 約８４０㎡ 拡幅 

防災生活道路１４号 ７．３ｍ 約８０ｍ 約５８５㎡ 既設 

防災生活道路１５号 ６．０ｍ 約２１０ｍ 約１,２６０㎡ 既設 
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防災生活道路１６号 ６．０ｍ 約１４５ｍ 約８７０㎡ 既設 

防災生活道路１７号 ６．３ｍ 約１１５ｍ 約７２５㎡ 既設 

防災生活道路１８号 ７．６ｍ 約１８０ｍ 約１,３７０㎡ 既設 

防災生活道路１９号 ７．６ｍ 約１４５ｍ 約１,１００㎡ 既設 

防災生活道路２０号 ６．３ｍ 約２２５ｍ 約１,４２０㎡ 既設 

防災生活道路２１号 ７．３ｍ 約３１０ｍ 約２,２６５㎡ 既設 

防災生活道路２２号 ６．３ｍ 約２２０ｍ 約１,３８５㎡ 既設 

防災生活道路２３号 ５．５ｍ 約６０ｍ 約３３０㎡ 拡幅 

防災生活道路２４号 ５．５ｍ 約１００ｍ 約５５０㎡ 既設・拡幅 

計 約２．７ｈａ  

地区防災施設の道路と、他の地区防災施設の道路又は地区施設の道路が交差する角地部分については、敷地の隅を頂点とする

長さ２ｍ以上の底辺を有する二等辺三角形の部分は地区防災施設の道路とする。 

特
定
地
区
防
災
施
設
の
区
域 

種    類 名   称 幅 員 延  長 面  積 備   考 

道    路 

防災生活道路１号 ６．０ｍ 約１８０ｍ 約１,０８０㎡ 拡幅 

防災生活道路２号 ６．０ｍ 約６５ｍ 約３９０㎡ 拡幅 

防災生活道路３号 ６．０ｍ 約１７０ｍ 約１,０２０㎡ 拡幅 

防災生活道路４号 ６．０ｍ 約２７０ｍ 約１,６２０㎡ 拡幅 

防災生活道路５号 ６．０ｍ 約１１５ｍ 約６９０㎡ 拡幅 

防災生活道路６号 ６．０ｍ 約２９０ｍ 約１,７４０㎡ 拡幅 

防災生活道路７号 ６．０ｍ 約２６５ｍ 約１,５９０㎡ 拡幅 

防災生活道路８号 ６．０ｍ 約２３０ｍ 約１,３８０㎡ 拡幅 

防災生活道路１１号 ６．０ｍ 約２８０ｍ 約１,６８０㎡ 拡幅 

防災生活道路１２号 ６．０ｍ 約２１０ｍ 約１,２６０㎡ 拡幅 

防災生活道路１３号 ６．０ｍ 約１４０ｍ 約８４０㎡ 拡幅 

防災生活道路１４号 ７．３ｍ 約８０ｍ 約５８５㎡ 既設 

防災生活道路１５号 ６．０ｍ 約２１０ｍ 約１,２６０㎡ 既設 

防災生活道路１６号 ６．０ｍ 約１４５ｍ 約８７０㎡ 既設 

防災生活道路１７号 ６．３ｍ 約１１５ｍ 約７２５㎡ 既設 

防災生活道路２３号 ５．５ｍ 約６０ｍ 約３３０㎡ 拡幅 

防災生活道路２４号 ５．５ｍ 約１００ｍ 約５５０㎡ 既設・拡幅 

計 約１．８ｈａ  
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位 置 足立区梅田五丁目、梅田六丁目、関原二丁目、関原三丁目及び西新井栄町一丁目各地内 

面 積 約１０．８ｈａ 

地区の区分 
名称 

幹線道路沿道地区

Ａ 

幹線道路沿道地区

Ｂ 

幹線道路沿道地区

Ｃ 
近隣商店街地区 住宅地区Ｂ 住宅地区Ｃ 

面積 約０．２ｈａ 約０．３ｈａ 約０．１ｈａ 約３．１ｈａ 約６．８ｈａ 約０．３ｈａ 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物の構造に関

する防火上必要な

制限 

準防火地域内において、延べ面積が５００㎡を超える建築物は耐火建築物等（建築基準法第５３条第３項第１号イに規定

する耐火建築物等をいう。）とし、その他の建築物は耐火建築物等又は準耐火建築物等（同号ロに規定する準耐火建築物等を

いう。）としなければならない。 

また、その敷地が特定地区防災施設の道路に接する建築物（特定地区防災施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除

く）の当該特定地区防災施設からの高さが５ｍ未満の範囲は空隙のない壁が設けられる等防火上有効な構造であること。 

なお、建築物が準防火地域と防火地域にわたる場合において、その建築物が防火地域外において防火壁で区画されていな

い場合はその全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。 

ただし、次の各号のいずれかに該当するものはこの限りでない。 

（１）高さ２ｍ以下の門又は塀 

（２）高さ２ｍを超える門又は塀で、延焼防止上支障のない構造としたもの 

（３）増築又は改築に係る建築物で当該増築又は改築が建築基準法施行令第１３７条の１０に定めるもの 

（４）建築基準法第３条第２項の適用を受ける現に存する又は現に建築、修繕若しくは模様替えの工事中の建築物又は建築

物の部分 

（５）都市計画施設の区域内の建築物 

建築物の間口率の

最低限度 

建築物の特定地区防災施設の道路に面する部分の長さの敷地の当該特定地区防災施設の道路に接する部分の長さに対する

割合の最低限度は、１０分の７としなければならない。 

ただし、次の各号のいずれかに該当するものはこの限りでない。 

（１）地下若しくは高架の工作物内又は道路内に設ける建築物 

（２）建築基準法第３条第２項の適用を受ける現に存する又は現に建築、修繕若しくは模様替えの工事中の建築物又は建築

物の部分 

（３）都市計画施設の区域内の建築物 

（４）一定規模以上の面積を有する敷地における建築物で区長が土地利用上やむを得ないと認めて許可したもの 

（５）その他の建築物で区長が公益上又は土地利用上やむを得ないと認めて許可したもの 
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建築物等の高さの

最低限度 

 

特定地区防災施設の道路に接する敷地で特定建築物地区整備計画区域内における建築物の各部分の高さの最低限度は５ｍ

とする。なお、最低限度高度地区が指定されている区域については、最低限度高度地区内の建築物に関する規定をあわせて

適用する。 

ただし、次の各号のいずれかに該当するものはこの限りでない。 

（１）特定地区防災施設に係る間口率の最低限度を超える部分 

（２）附属建築物で平家建のもの（建築物に付属する門又は塀を含む） 

（３）地下若しくは高架の工作物内又は道路内に設ける建築物 

（４）建築基準法第３条第２項の適用を受ける現に存する又は現に建築、修繕若しくは模様替えの工事中の建築物又は建築

物の部分 

（５）都市計画施設の区域内の建築物 

（６）その他の建築物で区長が公益上又は土地利用上やむを得ないと認めて許可したもの 

建築物等の用途の

制限※ 

次に掲げる建築物は建築してはならない。 

１ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項第１号から第３号まで

に規定する風俗営業を営む建築物又は同条第６項第１号から第５号までに規定する店舗型性風俗特殊営業を営む建築物。 

２ ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業を営む建築物。（前号に該当する営業

を営むものを除く） 

３ ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業（客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する

者が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く）を営む建築物。 

４ ホテル又は旅館。 

建築物の容積率の

最高限度※ 
― 

指定容積率の１

／２以上を住宅用

途に供する建築物

の容積率の最高限

度は２４／１０と

する。 

ただし２０／１

０をこえる部分に

ついては、住宅用

途に供するものと

する。 

― 

指定容積率の１／２以上を住宅用途

に供する建築物の容積率の最高限度は

２４／１０とする。 

ただし２０／１０をこえる部分につ

いては、住宅用途に供するものとする。 
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建
築
物
の
容
積
率
の
最
高
限
度
※ 

当該地区計画

の区域の特性

に応じた容積

率の最高限度 
― 

 

３０／１０ 

 

 

 

 ― 

当該地区計画の内容に適合し都市計画道路補助１３８

号線の建築基準法第４２条第１項第４号の指定があり、

かつ、特定行政庁が、交通上、安全上、防火上及び衛生

上支障がないと認めた場合（建築基準法第６８条の４に

基づく認定）、又は都市計画道路補助１３８号線の道路供

用開始告示後は上記の容積率を適用する。 

ただし、建築基準法第５９条の２による建築物はこの

限りでない。 

公共施設の整

備の状況に応

じた容積率の

最高限度 

２０／１０ 

 

 

建築物の容積率の

最低限度 
― 

建築物の容積率

の最低限度は８／

１０とする。 

ただし、次の各号

のいずれかに該当

するものはこの限

りでない。 

（１）自動車車庫 

その他これに

類するもの 

（２）巡査派出所、

公衆便所、公共

用歩廊その他

これらに類す

るもの 

 

― 

建築物の容積率

の最低限度は８／

１０とする。 

ただし、次の各号

のいずれかに該当

するものはこの限

りでない。 

（１）自動車車庫 

その他これに

類するもの 

（２）巡査派出所、

公衆便所、公共

用歩廊その他

これらに類す

るもの 

建築物の容積率

の最低限度は８／

１０とする。 

ただし、次の各号

のいずれかに該当

するものはこの限

りでない。 

（１）自動車車庫 

その他これに

類するもの 

（２）巡査派出所、

公衆便所、公共

用歩廊その他

これらに類す

るもの 
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建築物の敷地面積

の最低限度 

１ 建築物の敷地面積の最低限度は８３㎡とする。 

ただし、次の各号のいずれかに該当する土地について、その全部を１の敷地として使用する場合はこの限りでない。 

（１）本地区計画の決定又は変更の際現に建築物の敷地として使用されている土地 

（２）公共施設の整備により分割された８３㎡に満たない土地 

（３）公共施設の整備により代替地として譲渡された土地 

（４）現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば本規定に適合しないこととなる土地 

２ 前項ただし書きの規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

（１）前項の規定の変更後の同項の規定の施行又は適用の際、変更前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権

その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば変更前の同項の規定に違反することとなった土地 

（２）前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば

同項の規定に適合するに至った土地 

壁面の位置の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、以下に掲げる通り計画図３に示す道路１～４からの位置をこえて建築してはな

らない。 

１ 地区防災施設の防災生活道路１号～８号、同１１号～１３号の計画道路中心から３．５ｍ 

２ 地区防災施設の防災生活道路２３号、同２４号拡幅区間の計画道路中心から３．２５ｍ 

３ 地区防災施設の防災生活道路１４号～１９号、同２４号の既設区間、地区施設の主要生活道路１号～５号、同７号及び

９号、西新井駅西口周辺地区地区計画の地区施設の区画道路１号の現況道路境界から０．５ｍ 

４ 都市計画道路補助１３８号線の計画図３に示す区間の計画道路境界から０．５ｍ 

ただし、次の各号のいずれかに該当するものはこの限りでない。 

（１）街区の角にある敷地の隅切りの底辺からの外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分 

（２）外壁面から突出した開口部で床面積に算入されない出窓の部分 

（３）軒の高さが２．３ｍ以下で、かつ外壁の後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が５㎡以内である物置その他

これらに類する用途（自動車車庫を除く）に供するもの 

（４）軒の高さが２．３ｍ以下である自動車車庫 

（５）建築物の地盤面下の部分 

（６）都市計画施設の区域内の建築物 

（７）公共用歩廊、公衆電話、歩行者の安全上設置する庇等公益上必要なもので区長がやむを得ないと認めて許可したもの 

壁面後退区域にお

ける工作物の設置

の制限 

壁面の位置の制限が定められた区域のうち、地区防災施設の道路の部分には、塀、柵、広告物、看板等の工作物を設置し

てはならない。 
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建築物等の形態又

は色彩その他の意

匠の制限 

 

建築物の屋根、外壁等の色彩は良好な住環境にふさわしい、落ち着いた色合いのものとする。 

また、屋外広告物・広告板は景観を損なわないものとするとともに、腐朽し、腐食し、又は破損しやすい材料を使用して

はならない。 

垣又は柵の構造の

制限 

道路に面して震災時に倒壊の恐れのある組積造によるブロック塀等を設けてはならない。道路に面して垣、柵を設ける場

合には、生け垣又は透視可能なフェンスとし、道路に面して設ける生け垣は、道路交通機能の確保に配慮して適正な管理に

努める。また生け垣と透視可能なフェンスを併用することは妨げない。 

ただし、次の各号のいずれかに該当するものはこの限りでない。 

（１）道路面からの高さ０．６ｍ以下のブロック塀その他これに類するもの 

（２）道路に面する門柱又は門柱に接続するブロック塀その他これに類するもので、その長さが１．２ｍ以下かつ高さが２．

０ｍ以下のもの 

（３）法令等の制限上やむを得ないもの 

土地の利用に関する事

項 
地区内では積極的に緑化を推進するとともに、接道部緑化、屋上緑化等に努める。 

防
災
街
区
整
備
地
区
整
備
計
画 

位置 足立区梅田五丁目、梅田六丁目、梅田七丁目、関原二丁目、関原三丁目、西新井栄町一丁目及び西新井栄町二丁目各地内 

面積 約４９．２ｈａ 

地区施設

の配置及

び規模 

種  類 名   称 幅 員 延  長 備   考 

道  路 

主要区画道路※ １２．０ｍ 約２４０ｍ 新設 

主要生活道路１号 ５．５ｍ 約２００ｍ 既設 

主要生活道路２号 ５．５ｍ 約７０ｍ 既設 

主要生活道路３号 ５．５ｍ 約７０ｍ 既設 

主要生活道路４号 ５．５ｍ 約１３５ｍ 既設 

主要生活道路５号 ５．５ｍ 約１３０ｍ 既設 

主要生活道路６号 ５．５ｍ 約２６５ｍ 既設 

主要生活道路７号 ５．５ｍ 約９０ｍ 既設 

主要生活道路８号 ２．７ｍ（５．５ｍ） 約１５０ｍ 既設 

主要生活道路９号※ ４．３ｍ（８．６ｍ） 約３００ｍ 既設 

区画道路１号 ４．０ｍ 約８５ｍ 拡幅 

区画道路２号 ４．０ｍ 約８０ｍ 拡幅 

区画道路３号 ４．０ｍ 約１００ｍ 拡幅 

区画道路４号 ４．０ｍ 約５５ｍ 拡幅 

区画道路５号 ４．０ｍ 約１７０ｍ 拡幅 

区画道路６号 ４．０ｍ 約１１５ｍ 拡幅 
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地区施設

の配置及

び規模 

道  路 

    

区画道路７号 ４．０ｍ 約７０ｍ 拡幅 

区画道路８号 ４．０ｍ 約６５ｍ 拡幅 

区画道路９号 ４．０ｍ 約１３０ｍ 拡幅 

区画道路１０号 ４．０ｍ 約９０ｍ 拡幅 

区画道路１１号 ４．０ｍ 約１０５ｍ 拡幅 

区画道路１２号 ４．０ｍ 約４５ｍ 拡幅 

区画道路１３号 ４．０ｍ 約６５ｍ 拡幅 

区画道路１４号 ４．０ｍ 約７０ｍ 拡幅 

区画道路１５号 ４．０ｍ 約１８０ｍ 拡幅 

区画道路１６号 ４．０ｍ 約２０ｍ 拡幅 

区画道路１７号 ４．０ｍ 約７５ｍ 拡幅 

区画道路１８号 ４．０ｍ 約８０ｍ 拡幅 

区画道路１９号 ４．０ｍ 約１５５ｍ 拡幅 

区画道路２０号 ４．０ｍ 約１８５ｍ 拡幅 

区画道路２１号 ４．０ｍ 約１７５ｍ 拡幅 

区画道路２２号 ４．０ｍ 約１９０ｍ 拡幅 

区画道路２３号 ４．０ｍ 約１２０ｍ 拡幅 

区画道路２４号 ４．０ｍ 約１００ｍ 拡幅 

区画道路２５号 ４．０ｍ 約１２５ｍ 拡幅 

区画道路２６号 ４．０ｍ 約２０ｍ 拡幅 

区画道路２７号 ４．０ｍ 約２０５ｍ 拡幅 

区画道路２８号 ４．０ｍ 約１０５ｍ 拡幅 

区画道路２９号 ４．０ｍ 約１００ｍ 拡幅 

区画道路３０号 ４．０ｍ 約１０５ｍ 拡幅 

（  ）内の数値は全幅を表す。 

地区施設の道路と他の地区施設の道路が交差する角地部分については、敷地の隅を頂点とする長さ２ｍ以上の底辺を有す

る二等辺三角形の部分は地区施設の道路とする。 
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地区の 

区 分 

名 称 
幹線道路沿道

地区Ａ 

幹線道路沿道

地区Ｂ 

幹線道路沿道

地区Ｃ 

近隣商店街 

地区 
住宅地区Ａ 住宅地区Ｂ 住宅地区Ｃ 住工共存地区 

面 積 約３．３ｈａ  約７．２ｈａ 約３．３ｈａ 約３．１ｈａ 約０．８ｈａ 約２４．８ｈａ 約１．８ｈａ 約４．９ｈａ 

建築物の構造に関

する防火上必要な

制限 

準防火地域内において、延べ面積が５００㎡を超える建築物は耐火建築物等（建築基準法第５３条第３項第１号イに規定

する耐火建築物等をいう。）とし、その他の建築物は耐火建築物等又は準耐火建築物等（同号ロに規定する準耐火建築物等を

いう。）としなければならない。 

なお、建築物が準防火地域と防火地域にわたる場合において、その建築物が防火地域外において防火壁で区画されていな

い場合はその全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。 

ただし、次の各号のいずれかに該当するものはこの限りでない。 

（１）高さ２ｍ以下の門又は塀 

（２）高さ２ｍを超える門又は塀で、延焼防止上支障のない構造としたもの 

（３）増築又は改築に係る建築物で当該増築又は改築が建築基準法施行令第１３７条の１０に定めるもの 

（４）建築基準法第３条第２項の適用を受ける現に存する又は現に建築、修繕若しくは模様替えの工事中の建築物又は建築

物の部分 

（５）都市計画施設の区域内の建築物 

建築物等の用途の

制限※ 

次に掲げる建築物は建築してはならない。 

１ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項第１号から第３号まで

に規定する風俗営業を営む建築物又は同条第６項第１号から第５号までに規定する店舗型性風俗特殊営業を営む建築物。 

２ ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業を営む建築物。（前号に該当する営業

を営むものを除く） 

３ ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業（客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する

者が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く）を営む建築物。 

４ ホテル又は旅館。 

建築物

の容積

率の最

高限度

※ 

当該地区

計画の区

域の特性

に応じた

容積率の

最高限度 

― 

３０／１０  

当該地区計画の内容に適合し都市計画道路補助１３８号線の建築

基準法第４２条第１項第４号の指定があり、かつ、特定行政庁が交

通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めた場合（建築基

準法第６８条の４に基づく認定）、又は都市計画道路補助１３８号線

の道路供用開始告示後は上記の容積率を適用する。 

ただし、建築基準法第５９条の２による建築物はこの限りでない。 

 ― 
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公共施設

の整備の

状況に応

じた容積

率の最高

限度 

― ２０／１０ ― 

建築物の敷地面積

の最低限度 

１ 建築物の敷地面積の最低限度は８３㎡とする。 

ただし、次の各号のいずれかに該当する土地について、その全部を１の敷地として使用する場合はこの限りでない。 

（１）本地区計画の決定又は変更の際現に建築物の敷地として使用されている土地 

（２）公共施設の整備により分割された８３㎡に満たない土地 

（３）公共施設の整備により代替地として譲渡された土地 

（４）現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば本規定に適合しないこととなる土地 

２ 前項ただし書きの規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

（１）前項の規定の変更後の同項の規定の施行又は適用の際、変更前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権

その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば変更前の同項の規定に違反することとなった土地 

（２）前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば

同項の規定に適合するに至った土地 

壁面の位置の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、以下に掲げる通り計画図３に示す道路３～４からの位置をこえて建築してはな

らない。 

１ 地区防災施設の防災生活道路１８号～２２号、地区施設の主要生活道路１号～９号、西新井駅西口周辺地区地区計画の

地区施設の区画道路１号の現況道路境界から０．５ｍ 

２ 都市計画道路補助１３８号線の計画図３に示す区間の計画道路境界から０．５ｍ 

ただし、次の各号のいずれかに該当するものはこの限りでない。 

（１）街区の角にある敷地の隅切りの底辺からの外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分 

（２）外壁面から突出した開口部で床面積に算入されない出窓の部分 

（３）軒の高さが２．３ｍ以下で、かつ外壁の後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が５㎡以内である物置その他

これらに類する用途（自動車車庫を除く）に供するもの 

（４）軒の高さが２．３ｍ以下である自動車車庫 

（５）建築物の地盤面下の部分 

（６）都市計画施設の区域内の建築物 

（７）公共用歩廊、公衆電話、歩行者の安全上設置する庇等公益上必要なもので区長がやむを得ないと認めて許可したもの 
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建築物等の形態又

は色彩その他の意

匠の制限 

 

建築物の屋根、外壁等の色彩は良好な住環境にふさわしい、落ち着いた色合いのものとする。 

また、屋外広告物・広告板は景観を損なわないものとするとともに、腐朽し、腐食し、又は破損しやすい材料を使用して

はならない。 

垣又は柵の構造の

制限 

道路に面して震災時に倒壊の恐れのある組積造によるブロック塀等を設けてはならない。道路に面して垣、柵を設ける場

合には、生け垣又は透視可能なフェンスとし、道路に面して設ける生け垣は、道路交通機能の確保に配慮して適正な管理に

努める。また生け垣と透視可能なフェンスを併用することは妨げない。 

ただし、次の各号のいずれかに該当するものはこの限りでない。 

（１）道路面からの高さ０．６ｍ以下のブロック塀その他これに類するもの 

（２）道路に面する門柱又は門柱に接続するブロック塀その他これに類するもので、その長さが１．２ｍ以下かつ高さが２．

０ｍ以下のもの 

（３）法令等の制限上やむを得ないもの 

土地の利用に関する事

項 
地区内では積極的に緑化を推進するとともに、接道部緑化、屋上緑化等に努める。 

※は知事協議事項 

「防災街区整備地区計画区域、地区防災施設の区域、特定建築物地区整備計画の区域、防災街区整備地区整備計画の地区の区分及び地区防災施設・地区施

設の配置並びに壁面の位置の制限は、計画図表示のとおり」 

理 由：「建築基準法」の改正に伴い、「建築物の構造に関する防火上必要な制限」を変更する。また、表記上の整合を図るため、地区計画を変更する。 


